
国立大学法人佐賀大学情報公開・個人情報保護委員会規則 

 （平成１８年３月１６日制定） 

 （設置） 

第１条 国立大学法人佐賀大学（以下「本学」という。）に，国立大学法人佐賀大学基本規則

（平成１６年４月１日制定）第７条の規定に基づき，国立大学法人佐賀大学情報公開・個人

情報保護委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （目的） 

第２条 委員会は，本学における情報公開・個人情報保護に関し，実施体制の整備及び能率的

かつ適正な運営を図り，情報公開・個人情報保護の円滑な実施に資することを目的とする。 

 （審議事項） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 情報公開・個人情報保護の実施体制に関すること。 

 (2) 法人文書の開示・不開示並びに保有個人情報の開示・不開示，訂正・不訂正及び利用停

止・不利用停止に関すること。 

 (3) 法人文書の開示実施手数料の減額又は免除に関すること。 

 (4) 情報公開・個人情報保護に係る異議申立てに関すること。 

 (5) 情報公開・個人情報保護に係る訴訟に関すること。 

 (6) その他情報公開・個人情報保護の円滑な実施に関すること。 

 （組識） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 理事のうち学長が指名した者 

 (2) 総合情報基盤センター長 

 (3) 広報室長 

 (4) 学務部長 

 (5) 総務部長 

 (6) 医学部事務部長 

 (7) 各学部（理工学部を除く。）から選出された教員 各１人 

 (8) 工学系研究科から選出された教員 １人 

 (9) その他学長が必要と認めた者 若干人 

 （任期） 

第５条 前条第７号から第９号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

２ 前条第７号から第９号の委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は，前任者の残任期間

とする。 

 （委員長等） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，第４条第１号の委員をもって充てる。 

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

４ 副委員長は，委員のうちから委員長が指名する。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代行する。 

 （議事） 

第７条 委員会は，委員の過半数の出席がなければ議事を開き，議決をすることができない。 

２ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

 （委員以外の者の出席） 

第８条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。 

 （事務） 

第９条 委員会の事務は，関係部課等の協力を得て総務部総務課において処理する。 

 （補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営等に関し，必要な事項は，委員会が別



に定める。 

  

 

   附 則 

 この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年５月１７日改正） 

 この規則は，平成１８年５月１７日から施行し，平成１８年５月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年３月２５日改正） 

１ この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則施行の際現にこの規則による改正前の国立大学法人佐賀大学情報公開・個人情報

保護委員会規則（以下「旧規則」という。）第４条第７号により理工学部から選出されてい

る教員は，この規則による改正後の国立大学法人佐賀大学情報公開・個人情報保護委員会規

則（以下「新規則」という。）第４条第８号により選出された者とみなし，その任期は新規

則第５条第１項の規定にかかわらず，旧規則第４条第７号により選出された者としての任期

の末日までとする。 

   附 則（平成２２年１１月２４日改正） 

 この規則は，平成２２年１１月２４日から施行する。 

 


